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１ 募集の目的 

  

 市場を取り巻く環境は、少子高齢化時代を迎え生活慣習の変化や流通の多様化（直産取

引、直売所、ネット販売等）に伴い、近年は取扱高の減少が続いております。 

 令和元年に策定した「経営展望」において、苫小牧市公設地方卸売市場花き部（以下

「市場」という。）については、嗜好性が高い品目である花の普及を実現するために、民

間移譲を目指す方針を示しました。 

 卸売市場法その他関係法令の考え方を踏まえつつ、花き及びその加工品の取引の適正化

とその健全な運営を確保するとともに、生産及び流通の円滑化と市民等への花の普及を図

るため、市場施設の管理運営を民間の事業者へ移譲するものです。 

 

２ 施設の概要 

 

（１）名称 苫小牧市公設地方卸売市場花き部 

（２）位置（住所） 苫小牧市末広町２丁目１番１号 

（３）建物・敷地 ア 鉄骨造 一部２階建 

イ 敷地面積 ４，４８１㎡ 

ウ 延床面積 １，７０１㎡ 

（４）主な施設内容 ア 花卉棟 

事務所・買受人控室・売場・冷凍庫・倉庫・その他 

イ 駐車場（７８台） 

（５）取扱品目 花き及びその加工品 

（６）位置図、配置図、 

平面図及び仕上表 
別紙のとおり 

   

３ 基本事項 

 

 当市場の移譲に係る基本事項は、次のとおりとします。 

（１）運営形態 

地方卸売市場の開設者として当市場を運営することになります。 

地方卸売市場を開設するにあたり、卸売市場法第１３条に基づき、事前に北海道知事

から認定を受ける必要があります。 

（２）取扱品目 

  市場における取扱品目は、花き及びその加工品とします。 

（３）開設場所 

開設場所は、苫小牧市末広町２丁目１番１号となります。 
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現在地は、市営住宅や民家が隣接しているため、屋外に冷却装置等を設置する場合

は、騒音規制法に基づき、適切な対処を行う必要があります。 

（４）移譲予定日 

  令和５年１月 

（５）関係法令の遵守について 

  応募事業者は選定後、当該施設の管理を行うにあたり、次に掲げる関係法令等を遵守 

することとします。 

ア 卸売市場法（昭和４６年法律第３５号） 

イ 卸売市場法施行令（昭和４６年政令第２２１号） 

ウ 卸売市場法施行規則（昭和４６年農林省令第５２号） 

エ 卸売市場に関する基本方針（平成３０年農林水産省告示第２２７８号） 

オ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）及び最低賃金法（昭和３４年法律第１３ 

７号）などの労働関係法令 

カ その他関係法令等 

 

４ 市場施設等の移譲方法に関する事項 

 

 施設等の移譲方法の主な条件は、次のとおりとします。 

（１）土地  

  ア 土地については、貸付期間は１５年間とし、当初５年間については使用貸借契約

（以下「無償貸付」という。）を締結し、その後の１０年間については、事業用定

期借地契約（以下「有償貸付」という。）を締結することとします。 

  イ 有償貸付である事業用定期借地契約を締結するときは、連帯保証人として２人立

てる必要があります。 

ただし、国又は他の地方公共団体その他公共団体に貸付するとき、及び市長が必 

要がないと認めたときは、この限りではありません。 

  ウ 有償貸付に係る現時点での概算貸付料は、４，５００，０００円／年 となりま 

す。なお、正式な貸付料については、契約時の土地価格評定にて決定しますので、 

当該貸付料と金額が異なる可能性があります。 

エ 貸付期間満了後については、有償貸付又は有償譲渡を基本として協議するものと

します。 

  オ 市は、貸付地の修繕義務を負担しないものとし、維持、保全、改良その他の行 

   為をするために要する費用はすべて事業者の負担とします。 

ただし、災害等の不可抗力による修繕等が発生した場合は、市が対応することと 

します。 

 また、事業を実施する上で、貸付地に建物又は工作物を新築、増築、改築、大修 

繕及び第三者に売却し又は譲渡するときは、あらかじめ市の承認を得て、事業者の 

負担で行うこととします。 
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（２）建物 

  ア 建物及び附属設備（電気設備、給排水・衛生設備、冷暖房設備等）については、

建物譲渡契約を締結し、有償譲渡により引渡しを行います。 

  イ 移譲先事業者は、運営開始から１５年間、市の承認を受けることなく、建物及び

附属設備（電気設備、給排水・衛生設備、冷暖房設備等）を第三者に売却又は譲渡

してはならないこととします。 

  ウ 現時点での概算譲渡価格は、次に示す最低譲渡価格以上の価格を「建物譲受希望

価格提示書（様式７）」に記載し、提出することとする。 

    最低譲渡金額未満の金額を提示した場合には、募集を受け付けないものとしま

す。 

最低譲渡価格  ２９，３００，０００円（税抜） 

  エ 市は、譲渡物件の修繕義務を負担しないものとし、維持、保全、改良その他の行 

為をするために要する費用はすべて事業者の負担とします。 

また、災害等の不可抗力による修繕等が発生した場合についても、事業者の負担 

   とします。 

  オ 想定される事故について、適切に対応できる損害保険（損害賠償責任保険）に必 

ず加入してください。 

（３）物品等 

ア 物品等については、物品譲渡契約を締結し、無償譲渡により引渡しを行います。 

イ 建物の引き渡し時点で、市が所有する施設に有する全ての備品及び消耗品等の物 

品について、無償で譲渡するものとします。 

（４）土地、建物、物品等の引渡しの共通条件 

  ア 貸付を受けた土地及び譲渡を受けた建物等については、卸売市場の用途を主とし 

て使用してください。 

イ 土地、建物、物品等、土地の定着物及び建物の附属設備などについては、現状有 

 姿で貸付及び譲渡により引渡します。 

また、契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完請求、目的物の修 

補請求、代替物の引渡請求及び損害賠償請求等をすることはできません。 

  ウ 諸契約については、事前に仮契約として締結し、議会の議決を得た日をもって本 

契約となります。 

 ただし、議会において否決された場合、契約はその効力を失い、事業者に対し損 

害を与えることがあっても、市は損害の責を負わないものとします。 

エ その他必要な条件は契約書に定めるものとします。 

 

５ 応募資格に関する事項 

 

（１）本件に応募する事業者（以下「応募事業者」という。）の資格について 
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応募事業者の資格は、次の事項をすべて満たすものとします。 

ア 卸売市場法第１３条に規定する地方卸売市場の認定を受け、花き及びその加工品 

を取扱品目とする卸売市場を開設することが可能な事業者であること。 

イ 卸売市場法、卸売市場に関する基本方針その他関係法令を遵守し、事業者自らが 

当市場を運営すること。 

ウ 当市場を運営するために必要な経営基盤及び社会的信用を有していること。 

エ 市場関連事業者等に対し、公設市場時と同様の管理運営を基本とすること。 

オ 市場施設の設備等を清潔かつその機能を正常に保持し、適正に維持管理すること。 

（２）欠格事項等について 

次の事項に該当する事業者は、応募を無効とします。 

また、受付最終日の翌日から移譲先事業者の候補者（以下、「移譲先候補者」という。） 

に選定されるまでの間、又選定後から基本協定締結までの間に、次の事項に該当する 

こととなった場合は、失格又は指定を取り消すことがあります。 

ア 法人等の代表者が法律行為を行う能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に基づく指名停止（一般競争入札 

の参加停止又は指名競争入札の指名の停止等の措置を含む。）を受けている者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２ 

条第２号に掲げる暴力団若しくはその利益となる活動を行っている団体（以下「暴 

力団等」という。）、又は事業者等の代表者、役員若しくは職員が暴力団等の構成員、 

その他移譲先事業者としてふさわしくない者 

  エ 事業者及びその代表者が当該市町村の市町村税、消費税及び地方消費税を滞納し 

ている者 

オ 次の各号に該当する者が役員（就任予定者を含む。）となっている場合 

① 破産者で復権を得ない者 

② 法律行為を行う能力を有しない者 

③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが 

なくなるまでの者 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴 

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

  カ その他民間移譲の趣旨に鑑み、市が欠格に該当すると認める事由がある者 

 

６ 募集に関する事項 

 

（１）募集説明会及び現地見学会 

  ア 開催日時：令和４年５月２４日（火）午前１１～１２時まで  

イ 開催場所：苫小牧市末広町２丁目１番１号 

苫小牧市公設地方卸売市場花き部 ２階会議室 

ウ 参加人数：各応募事業者２名以内､当日は本募集要項一式を持参してください。  
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エ 申込方法：参加を希望する場合は、令和４年５月１７日（火）午後４時００分ま 

でに「募集説明会及び現地見学会参加申込書（様式８）」に記入の上、ＦＡＸ又 

はＥメールでお申し込みください。 

（２）募集要項に関する質問書の受付及び回答 

  ア 受付期間：令和４年５月２５日（水）から６月８日（水）午後４時００分まで 

イ 提出方法：「質問書（様式９）」に記入の上、ＦＡＸ又はＥメールで提出 

してください。 

なお、電話及び来庁など口頭による質問は、受け付けません。 

ウ 回答方法：質問に対する回答は、令和４年６月１５日（水）までを目途に、 

ホームページ上で順次公開します。 

（ https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kanko/nosui/nogyo/ichiba/minkanijyou/.html ） 

（３）応募申込書の提出  

ア 提出期限：令和４年６月１６日（木）から７月１日（金） 

イ 提出時間：午前９時００分から午後４時００分（土、日、祝日を除く。）  

ウ 提出場所：本募集要項「10 お問い合わせ先」のとおりとなります。 

エ 提出方法：必要書類を添えて、事前に電話連絡の上、持参してください。 

なお、郵送等による提出は認めません。 

 

７ 応募書類に関する事項 

 

（１）応募書類について  

ア 応募書類の提出部数は、Ａ４判でファイリングしたものを１２部（正本１部、 

副本１１部）とします。 

なお、副本は正本をコピーしたもので構いません。（原本証明は不要） 

イ 応募書類は、「応募書類一覧（様式１）」を表紙として、番号入り仕切紙をはさ

み、インデックスを付けて、書類番号ごとに分けて綴ることとします。 

（２）留意事項について 

ア 応募書類に虚偽又は不正の記載があった場合は、失格とします。  

イ 応募書類の提出後、原則として内容の変更・追加はできません。 

ただし、市から補正を求めた場合を除きます。 

ウ 応募書類の取扱いについては、次のとおりです。 

① 提出された応募書類は、返却しません。 

② 応募書類の著作権は応募事業者に帰属しますが、市が選定結果の公表その他必 

要と認める場合には、その一部又は全部を無償で使用できるものとします。 

エ 応募書類は、個人情報、法人等の情報で非公開となる場合を除き、情報公開の 

対象となります。  

オ 応募書類の提出をもって、応募条件の内容を承諾したものとみなします。 

  カ 応募に要する費用はすべて応募事業者の負担とします。 
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８ 移譲先事業者の選定方法及び選定基準 

 

（１）次の考え方に基づき、移譲先事業者の選定を行います。 

ア 応募事業者が応募資格を満たしていること。 

イ 卸売市場の質の確保、向上が見込まれること。 

ウ 卸売市場の継続性を保つことが見込まれること。 

エ 適正な職員配置や取引環境が見込まれること。 

オ 募集要項の諸条件の遵守が見込まれること。 

カ 応募事業者や施設の運営が良好であり、その継続が見込まれること。 

キ 応募した施設運営提案書等が適正であること。 

（２）選定対象除外について 

次に該当する場合は、失格として選定の対象から除外します。 

ア 応募書類に虚偽の記載があった場合 

イ 応募に際して不正行為があった場合 

ウ 応募書類を期限までに提出できなかった場合 

  エ 応募事業者の信頼性を疑うに足りる重大な事実が判明した場合 

オ 本市職員及び本件関係者に対して、自己の有利になる目的のため、接触等の働 

きかけを行った事実が認められた場合 

カ 本件に関し、同一の法人が２件以上の応募を行った場合 

（３）移譲先事業者の選定は、消費者や学識経験者等で構成された「苫小牧市公設地方卸 

 売市場花き部民間移譲に係る事業者選定等委員会（以下、「事業者選定等委員会」と 

いう。）において、応募書類の審査及び応募事業者のプレゼンテーション等を経て総 

合的に評価します。点数が最も高いものを移譲先事業者として選定し、その結果を踏 

まえて、苫小牧市長が決定します。 

また、２番目に点数が高い者を次点とし、第１順位の者が移譲先事業者の資格を取 

り消された場合などは、次点の者を移譲先事業者とします。 

（４）審査にあたっては、「事業者選定採点基準表（別表）」に従い行います。 

（５）審査の結果、最終得点が満点の６０％以上に達した応募事業者がいない場合は、移 

譲先事業者として適格者なしとします。 

（６）選定結果は、応募事業者全員へ文書で通知するとともに、選定された移譲先事業者 

については、法人名、代表者名等を市ホームページ等で公表します。 

（７）選定された移譲先事業者は、本事業の実施にあたり、本募集要項及び関係法令等を 

遵守し、誠実に対応しなければなりません。 

（８）応募の辞退 

ア 選定前までの辞退について 

応募書類の提出期限後、移譲先事業者の選定前までに、やむを得ない事由等で辞 

退する場合は、「辞退届（様式４）」を提出してください。 
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イ 選定後の辞退について 

移譲先事業者の選定後の辞退は、本市の行政計画全体に大きな支障を来たすた 

め、いかなる理由があっても認めません。 

 

９ 移譲先事業者の指定・協定書等の締結までの流れ 

 

公 募 手 続 日   程 

募集要項等の公表 

 

令和４年４月２５日（月）から 

令和４年７月 １日（金）まで 

募集説明会及び現地見学会の開催 令和４年５月２４日（火） 

質問の受付期間 令和４年５月２５日（水）から 

令和４年６月 ８日（水）まで 

質問の回答期間 令和４年６月 １日（水）から 

令和４年６月１５日（水）まで 

応募書類の受付期間 令和４年６月１６日（木）から 

令和４年７月 １日（金）まで 

事業者選定等委員会による審査及びプレゼン

テーションの実施 

令和４年７月中旬頃（予定） 

選定結果の通知・公表 令和４年７月下旬頃（予定） 

協定及び契約（仮契約）の締結 令和４年８月中旬頃（予定） 

苫小牧市議会の議決 令和４年９月中旬頃（予定） 

引継ぎ準備期間 令和４年１０月上旬から 

令和４年１２月下旬まで 

建物譲渡代金の納入期限 令和４年１２月下旬 

民間地方卸売市場として運営開始 令和５年１月 

 

10 お問い合わせ先 

 

組 織 名    苫小牧市産業経済部産業振興室農業水産振興課 

 住  所    〒053－8722 苫小牧市旭町４丁目５番６号 

 電  話    0144－84－7167（直通） 

 Ｆ Ａ Ｘ    0144－34－7110 

Ｅメール   nogyosuisan@city.tomakomai.hokkaido.jp 


